
検索東青 おでかけ情報

青森県知的財産支援センター利用のススメ

《こんなお困りごとはありませんか？》

●ヘルプマーク・ヘルプカードの配付場所など

青森県知的財産支援センターにご相談ください！

● 何が知的財産に関係するのかわからない。
● 商品の名前やデザイン、会社の技術や秘密を守る方法がわからない。
● 新商品の開発やブランドづくりに取り組みたいが、知的財産の相談先がわからない。

ミニ特集 １

　県では、特許や商標などの知的財産に関する相談にワンストップで対応する

「青森県知的財産支援センター」を設置しています。

　常設している「知的財産総合支援窓口」の相談員が親身になって対応し

ます。相談は無料です。

窓口相談員による無料相談

　専門性の高い相談には、弁理士や弁護士による無料相談会（県内６地域で

定期開催）のほか、専門家の現地派遣により対応します。

弁理士などによる無料相談会、専門家の現地派遣

●知的財産を活用できる人財を育成するため、知的財産管理技能検定３級の

取得を目指す「知的財産総合講座」を開催しています。
●先行調査、類似商標の調査などに役立つ「知的財産に関する情報検索の

実習講座」を実施し、企業の即戦力となる人財の育成を支援します。

知的財産に関する講座開催

青森県知的財産支援センター
【住所】青森市長島1-1-1 県庁北棟１階
【問い合わせ】☎017-762-7351  FAX 017-762-7352
【受付時間】平日8：30～17：15（土日祝日、年末年始は休業）

詳しくは県庁HP

障害福祉課 ☎017-734-9309

検索ヘルプマーク

東青地域県民局地域連携部 ☎017-734-9412

　東青地域には、夏泊半島や龍飛崎などのうつくし

い自然景観と、各地域のさまざまな「食」があります。

　東青地域県民局では、陸奥湾に面した地域の魅

力をさらに楽しむことを目的として、『One story』を

キーワードに、自然景観と「食」を組み合わせた周遊

観光ＰＲに取り組んでおり、おすすめの立ち寄りス

ポットなどを紹介する観光パンフレットの作成

や、地域の特産品を活用したオリジナルアイスク

リームの開発を行っています。今後も引き続き、

東青地域の魅力発信に取り組んでいきます。 

とうせいの元気・魅力を『One story』で発信！ 

夏泊半島と津軽半島で“One story旅”してみませんか？
まるで海上散歩！ 浅虫SUP（サップ）体験 管内市町村の特産品でアイスクリームを開発！

ほろづきかいがん   たか  の    さき

龍飛岬マツカワ

地域の特性を生かした魅
力と活力ある地域づくりの
ために県内６地域（東青・
中南・三八・西北・上北・
下北）に設置された、県の
総合的な出先機関。それ
ぞれの地元に密着した地
域づくりを進めています。

地域県民局とは？

『地域県民局』
ZOOM UP 

ご当地自
慢！

県内6エリアの連載

！

東青
 地域

このほか、東青地域のイベントなど

詳しくは県庁HP

　漁獲量が少ないマツカワガレイは、高価な「幻の
魚」とも呼ばれ、日本料理店などで使用されていま
す。海洋深層水で養殖された「龍飛岬マツカワ」は、
程よく脂が乗り上品な味わいです。

グルメ

袰月海岸高野崎
　荒 し々い岩場と、エメラルドグリーンに輝く海の対
比がうつくしい景勝地。晴れた日には龍飛崎や下北
半島、遠くに北海道が眺められます。近隣の店で提
供される、海鮮グルメもおすすめです。
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ナビゲーター

今回の
ご自慢地域

詳しくはHP
新産業創造課 ☎017-734-9417

検索青森県知的財産支援センター

AOMORI

トマトの
アイスクリームも

美味！

うつくしい
絶景で

リフレッシュ！

夏泊・浅虫と津軽半島の観光パンフレット

新鮮な

ホタテ料理
が

おすすめ！

知っていますか？支援が必要な方のサイン
「ヘルプマーク」「ヘルプカード」

ミニ特集 2

　ヘルプマークは、外見からは障害などがあることが
わからなくても、実は「配慮を必要としている」という
ことを周囲の方に知らせるためのマークです。
　このマークを身に着けている方を見かけたら、電
車やバスで席を譲る、困っているようであれば声を
掛けるなど、思いやりのある行動をお願いします。

　ヘルプマーク・ヘルプカードは、お住まいの市町村の障害福祉担当課等で配付しています。
　障害のある方（身体障害、知的障害、精神障害、発達障害）など、援助や配慮を必要として
いる方は、ヘルプマーク・ヘルプカードをご活用ください。（※障害者手帳の有無は問いません。）

●マスクを着用できない方へのご理解をお願いします
　触覚・嗅覚などの感覚過敏といった障害特性や、さまざまな原因で、マスクを着けたくて
も着けられない方がいらっしゃいます。
　マスクの着用ができない方がいることへのご理解や、思いやりのある行動をお願いします。

※必要な支援内容などを記入したシールをマークの裏
　面に貼ることもできます。

ヘルプ
マーク

　ヘルプカードは、障害などのある方が、困っ
た時に周囲の方へ配慮や手助けをお願いし
やすいように必要な情報を記載したカード
で、「手助けが必要な人」と「手助けできる
人」を結ぶものです。
　ヘルプカードの提示がありましたら、記載さ
れている内容に沿って支援をお願いします。

ヘルプ
カード
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